
老齢厚生年金

受給資格の確認チャート

＜スタート＞
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生年月日 年齢
S16.4.2～S18.4.1 61歳

S18.4.2～S20.4.1 62歳
S20.4.2～S22.4.1 63歳

S22.4.2～S24.4.1 64歳

 いいえ  いいえ  いいえ いいえ 65歳になると

いいえ はい

生年月日 年齢

S24.4.2～S28.4.1 60歳
S28.4.2～S30.4.1 61歳
S30.4.2～S32.4.1 62歳
S32.4.2～S34.4.1 63歳
S34.4.2～S36.4.1 64歳

65歳になると

はい
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生年月日 年齢
S21.4.2～S23.4.1 61歳

S23.4.2～S25.4.1 62歳

S25.4.2～S27.4.1 63歳

S27.4.2～S29.4.1 64歳

いいえ 65歳になると

はい

いいえ

生年月日 年齢

S29.4.2～S33.4.1 60歳

S33.4.2～S35.4.1 61歳

S35.4.2～S37.4.1 62歳

S37.4.2～S39.4.1 63歳

S39.4.2～S41.4.1 64歳

はい
いいえ

65歳以上
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S41.4.1前生まれ
で坑内員・船員と
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左記年齢から65歳迄、
特別支給の老齢厚生

年金が受けられる

左記年齢から65歳迄、特別支給の
老齢厚生年金の「報酬比例部分」

が受けられる
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左記年齢より特別支給
の老齢厚生年金が

受けられる

S33.4.2～S35.4.1

S35.4.2～S37.4.1

S37.4.2～S39.4.1
S39.4.2～S41.4.1

60歳より特別支給の
老齢厚生年金が

受けられる

左記年齢よ
り特別支給
の老齢厚生
年金が受け

られる

S28.4.1前生まれ
ですか？

生年月日
S28.4.2～S30.4.1
S30.4.2～S32.4.1
S32.4.2～S34.4.1
S34.4.2～S36.4.1

左記年齢より特別支給
の老齢厚生年金が

受けられる

60歳より特別支給の老齢
厚生年金が受けられる

左記年齢から65歳迄、
特別支給の老齢厚生

年金が受けられる

左記年齢から65歳迄、特別支給の
老齢厚生年金の「報酬比例部分」が

受けられる

3級以上障害者又は厚生年金
被保険者期間44年以上ですか？

S27.4.2～S29.4.1

S35.4.2～S37.4.1
S37.4.2～S39.4.1
S39.4.2～S41.4.1

S33.4.1前生まれ
ですか？

左記年齢
迄、特老
厚の「報
酬比例部
分」が受
けられる

以下の生年月日に
あてはまりますか？

男性
ですか？

以下の生年月日に
あてはまりますか？

生年月日
S21.4.2～S23.4.1

S29.4.2～S33.4.1
S33.4.2～S35.4.1

S23.4.2～S25.4.1
S25.4.2～S27.4.1

左記年齢
迄、特老
厚の「報
酬比例部
分」が受
けられる

以下の生年月日に
あてはまりますか？

3級以上障害者
又は厚生年金

被保険者期間44
年以上ですか？

以下の生年月日に
あてはまりますか？
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